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開　示　決　定　通　知　書

武市教総第　　５１

平成２６年 ６ 月 ６
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武雄市教育委員長　諸石洋之がうｽﾌ゙ﾟﾔ
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平成２６年５月２５日付けで請求のあった公文書の開示については、武雄市情報公開条例第

９条第１項の規定により、次のとおり公文書の全部を開示することと決定したので通知します。

公文書の件名
平成26 年度の公印使用簿

(教育長､ 教育委員会､ 教育委員長)

開 示 の 日 時 文書写しの送付

開 示 の 場 所

所　 管　 課 教育部　教育総務課　総務係

電話番号(直通) 0954-23-51  70

注１　公文書の開示を受ける際には、この通知書を係員に提示してください。

２　指定された公文書の開示の日時に支障があるときは､あらかじめその旨を所管課に連絡し

てください、



|‖慚

武市教総第51 号

平成26年 ぶ月６日
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武 雄 市 教 育 委 員 長　 諸 石 洋 之 嵒ﾐ 匸
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開示決定通知書の送付について

平成26 年5 月25 日付けで請求がありました公文書の開示について、別紙のとおり開示

決定通知書を送付します。

なお､ 郵送による写しを交付する場合の開示手数料は下記のとおりです。あらかじめ定

額小為替にて納付くださるようお願いします。領収書は、開示文書と一緒に送付します。

１ 開示決定通知書

２ 開示手数料

記

別紙

//∂　 円

･内訳　　コピー代

切手代

110 円

円


	page6
	page5

